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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次

第66期

第３四半期

連結累計期間

第67期

第３四半期

連結累計期間

第66期

会計期間
自平成27年４月１日

至平成27年12月31日

自平成28年４月１日

至平成28年12月31日

自平成27年４月１日

至平成28年３月31日

売上高 （百万円） 236,834 243,347 319,935

経常利益 （百万円） 28,100 27,343 35,807

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 17,572 17,052 22,710

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 10,185 10,245 12,952

純資産額 （百万円） 267,086 277,751 271,709

総資産額 （百万円） 362,215 381,997 370,246

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 337.91 327.91 436.71

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） - - -

自己資本比率 （％） 69.6 68.6 69.2

 

回次

第66期

第３四半期

連結会計期間

第67期

第３四半期

連結会計期間

会計期間
自平成27年10月１日

至平成27年12月31日

自平成28年10月１日

至平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 146.83 155.77

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。

 

　〈日本〉

　前連結会計年度末において持分法適用関連会社であった㈱ガスターは、当社が株式を追加取得したこと及びガス
ターが自己株式を取得したことにより子会社となったため、第１四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外
し、連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

(1) 業績の概況

　当第３四半期連結累計期間における世界経済は、中国をはじめとするアジア新興国では経済成長の鈍化が継続

し、欧州では英国のＥＵ離脱問題で経済の不確実性が高まっております。また、米国では新大統領による政策転換

に注目が集まっており、先行きが見通しにくい状況となりました。一方、国内の経済は雇用・所得環境の改善や個

人消費の持ち直しがあるなど、緩やかな回復基調が続きました。

　国内の住宅設備業界は、各種住宅取得支援策や住宅ローン金利の低下、相続税対策による貸家の増加などを背景

に新設住宅着工戸数が堅調であったことに加え、安定的な機器の買替えも底堅く、順調に推移しました。

　このような状況のもと、当社グループは当期を２年目とする中期経営計画「進化と継承 ２０１７」を推進して

おり、これまでの企業文化や精神を継承するとともに、社会に役立つ新しい商品やサービスを創出するためのビジ

ネスモデルを進化させるべく事業活動を進めてまいりました。販売面につきましては、円高の影響を受けたもの

の、中国やアメリカでの給湯器販売が順調であったことや、株式会社ガスターを連結子会社化したことによる売上

加算などによって増収となりました。損益面につきましては、国内において安価品の比率が増加したことや厨房・

暖房機器の数量が伸び悩むなど、当社の営業利益は減益となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,433億47百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益260

億47百万円（前年同期比2.3％減）、経常利益273億43百万円（前年同期比2.7％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益170億52百万円（前年同期比3.0％減）となりました。

 

　セグメントの業績の概況は次のとおりであります。

〈日本〉

　貸家の増加を背景に給湯単能機の売上が伸長したことに加え、買替向けのラインアップを拡充した食器洗い乾燥

機、当社の独自性の強い商品であるガス衣類乾燥機やハイブリッド給湯・暖房システム「ＥＣＯ ＯＮＥ（エコワ

ン）」が好調で、日本の売上高は1,411億12百万円（前年同期比5.2％増）となりましたが、安価品の販売増によっ

て高付加価値商品の販売比率が減少し、営業利益は168億5百万円（前年同期比7.3％減）となりました。

〈アメリカ〉

　アメリカのエネルギー省が給湯器販売の熱効率基準を引き上げたことにより、従来のタンク式の給湯器から高効

率であるガスタンクレス給湯器へのシフトが見られることや、ガスタンクレス給湯器への買替えに対し税金還付制

度が再導入されたことなどで販売が伸長し、アメリカの売上高は163億43百万円（前年同期比3.9％増）となりまし

たが、円高影響による調達コストの増加などによって営業利益は12億12百万円（前年同期比4.5％減）となりまし

た。

〈オーストラリア〉

　貯湯式給湯器や昨年度から連結子会社となったブライビス社の冷暖房システムが伸長するなど事業の拡大が着実

に進み、現地の売上は増加しましたが、円高の影響によってオーストラリアの売上高は167億27百万円（前年同期

比9.0％減）となりました。また、ブライビス社の取得に伴う費用の減少で営業利益は12億92百万円（前年同期比

6.7％増）となりました。

〈中国〉

　地方都市におけるガスインフラの拡大と販売網の拡張によってガス機器の利用者が順調に増え続けていることに

加え、生活水準の向上に伴って給湯器の大容量化・高機能化が進み売上が伸長しました。中国の売上高は257億32

百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は26億64百万円（前年同期比9.5％増）となりました。

〈韓国〉

　小規模集合住宅の新築増加や買替えの需要増によってボイラー販売が好調であったことや、速乾性が評価される

ことによってガス衣類乾燥機が伸長するなど、韓国の売上高は現地通貨ベースでは増加しましたが、円高の影響に

よって228億12百万円（前年同期比2.2％減）となりました。また、営業利益は3億43百万円（前年同期比13.1％

減）となりました。

〈インドネシア〉

EDINET提出書類

リンナイ株式会社(E01417)

四半期報告書

 3/16



　テーブルコンロの販売が復調の傾向にあり前年を上回ったため、現地通貨ベースでの売上高は増収となりました

が、円高の影響により、インドネシアの売上高は82億52百万円（前年同期比1.2％減）となりました。また、原価

改善によって営業利益は13億63百万円（前年同期比67.6％増）となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、上場会社である当社の株券等は原則として市場において自由に売買されるべきものであると考えて

おり、当社株券等の大量の買付行為を行う者による当社株券等の大量の買付け要請に応じて当社株券等の売却

を行うか否かは、最終的には当社株券等を保有する当社株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えてお

ります。したがって、大量の買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資す

る提案であれば、一概にこれを否定するものではありません。

しかしながら、当社取締役会との事前の十分な交渉や取締役会の同意を経ることなく当社株券等の大量の買

付行為が一方的に行われ、その目的や買収後の方針等の十分な情報開示がなされない場合、当社の株券等を保

有する株主の皆様がその保有する株券等の買付けの要請に応じるか否かについて、十分な判断を行うだけの時

間および情報の確保を困難にする恐れがあるものと考えております。

当社は、このような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する買付けを行おうとする者

は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としてふさわしくないものと考えており、これらの者に

よる大量の買付行為に対しては必要かつ適切な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を確保する必要があると考えております。

②基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、安定した収益基盤をベースとし、中長期的視野に立った競争力強化とあらゆるステークホルダーの

満足度を向上させることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させること

が、多様な投資家の皆様からの当社への投資につながり、結果として、基本方針の実現に資するものと考え、

次のような取り組みを実施しております。

当社は、大正９年の創業以来96年にわたり、熱を通じて快適な暮らしを社会に提供することを使命とし、

「品質こそ我らが命」や「和・氣・眞」といった当社独自の精神を礎とし、高度な熱利用技術とモノづくりへ

のこだわりを持ち、給湯分野、厨房分野、空調分野を通して生活文化の向上に寄与すべく事業を展開してまい

りました。国内外すべてのグループ各社が、リンナイブランドのもと、豊かで快適な住生活の創造に向け、質

の高い商品とサービスの安定的供給に取り組み、これまでの発展を支えてきております。特に、海外での事業

活動においては、40余年にわたる実績を積み上げてまいりました。結果、現在では16カ国に生産・販売拠点を

有し、海外売上比率が４割を超えており、当社の特性の一つとなっております。

当社は、持続的な企業価値向上のためには、長年にわたって取り組んできた安全・安心、環境、省エネ、健

康・高齢化を念頭に、「品質第一の顧客志向」の継続実施や「地球環境に配慮した商品提供」を行うととも

に、「技術革新による競争優位の強化」によって高水準な収益基盤と中長期的視点に基づいた成長戦略の実現

が必要不可欠であると考えております。

このような当社事業の歴史的背景と今後の方向性を踏まえ、当社では、平成27年度に平成29年度を最終年度

とする中期経営計画「進化と継承２０１７」を策定し、過去から培ってきたリンナイ精神を継承し安定的に事

業を継続するとともに今後予測される新たな時代の変化に対応すべく進化を遂げるよう推進中であります。ま

た、グループ全体の連携を図り本業の収益性と資本効率を高めることを目指し、連結営業利益率10％および連

結ＲＯＥ10％を超える水準の維持を目標として取り組んでまいります。

なお、当社は、コーポレートガバナンスの強化を経営上の重要な課題と位置づけており、経営環境の変化に

対応して、最適な経営体制を機動的に構築するとともに、事業年度ごとの経営責任の一層の明確化と、株主の

皆様の信任を問う機会の増加のために、取締役の任期を１年としております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組みの一つとして、当社株券等の大量の買付行為が行われた場合に、株主の皆様が、当社の

特性を踏まえた上で、当該買付行為に応じるか否かを判断するために十分な情報と時間を確保すること、ま

た、大量の買付行為を行う者との交渉の機会を確保することが、当社の企業価値を向上させ、株主の皆様の共

同の利益を確保することにとって不可欠であり、当社株券等の大量の買付行為を行う際の一定のルールを設け

る必要があると考えました。

そこで当社は、平成20年５月13日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策（買

収防衛策）の内容を決定し、同年６月27日開催の当社第58回定時株主総会における株主の皆様のご承認を経て
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これを導入後、平成23年５月11日開催の当社取締役会および同年６月29日開催の第61回定時株主総会における

ご承認を経て継続、さらに平成26年５月９日開催の当社取締役会および同年６月27日開催の第64回定時株主総

会におけるご承認に基づきこれを一部変更の上更新し（以下、当該一部変更後の当社株券等の大量買付行為へ

の対応策（買収防衛策）を「本プラン」といいます。）、継続しております。

本プランにおいては、当社株券等の特定株式保有者等の議決権割合を20％以上とする当社株券等の買付行為、

又は結果として特定株式保有者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為に対する情報提供等に関

する一定のルールを設定するとともに、対抗措置の発動手続等を定めております。

④前記取り組みが、基本方針に沿い、株主の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものではないことについて

ａ．「基本方針の実現に資する特別な取り組み」

上記取り組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させ

るための具体的取り組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、係る取り組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するものではな

く、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

ｂ．「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取り組み」

ア 買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日付で発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた三原則を完全に充足しております。

イ 株主の皆様の意思の重視と情報開示

本プランの効力発生には、平成26年６月27日開催の当社第64回定時株主総会における株主の皆様のご承

認をいただいており、本プランの導入には株主の皆様の意思が反映されたものとなっております。

また、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止について

も株主の皆様の意思に基づく形になっております。

さらに、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断および大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか

否かについての判断を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報、その他の大量買付

者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適時適切に開示することとしております。

ウ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み

(ⅰ) 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置する

こととしております。

当社に対して大量買付行為がなされた場合には当社取締役会の諮問に応じる形で、独立委員会が、大

量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告

し、当社取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決議を行うこととされており、取締役会の

恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されております。

(ⅱ) 合理的な客観的要件の設定

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は大量

買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足し

た場合にのみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の

発動を可及的に排除する仕組みが確保されております。

(ⅲ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型

買収防衛策ではありません。また、当社は、取締役の任期について、期差任期制を採用しておりません

ので、本プランは、スローハンド型買収防衛策でもありません。

 

(3) 研究開発活動

　　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、70億39百万円であります。

　　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 52,216,463 52,216,463

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

100株

計 52,216,463 52,216,463 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成28年10月１日～
平成28年12月31日

－ 52,216,463 － 6,459 － 8,719

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

EDINET提出書類

リンナイ株式会社(E01417)

四半期報告書

 6/16



（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 214,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 51,938,100 519,381 －

単元未満株式 普通株式 64,163 － －

発行済株式総数  52,216,463 － －

総株主の議決権 － 519,381 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、　

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

リンナイ株式会社
名古屋市中川区

福住町２番26号
214,200 － 214,200 0.41

計 － 214,200 － 214,200 0.41

（注）　当第３四半期会計期間末日現在の自己株式の数は、214,971株であります。

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

専務執行役員
経営企画本部長兼
経営企画部長、
管理本部管掌

取締役

専務執行役員
経営企画本部長兼
経営企画部長兼

情報システム部長、
管理本部管掌

小杉　將夫 平成28年７月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 100,528 99,965

受取手形及び売掛金 66,208 74,873

有価証券 8,036 7,328

商品及び製品 23,461 22,467

原材料及び貯蔵品 12,608 13,190

その他 6,236 5,215

貸倒引当金 △600 △538

流動資産合計 216,480 222,501

固定資産   

有形固定資産 63,299 70,765

無形固定資産 5,887 6,660

投資その他の資産   

投資有価証券 64,133 61,425

その他 20,853 21,009

貸倒引当金 △406 △365

投資その他の資産合計 84,579 82,069

固定資産合計 153,766 159,495

資産合計 370,246 381,997

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,163 19,789

電子記録債務 28,155 32,035

未払法人税等 5,053 3,649

賞与引当金 4,025 1,968

製品保証引当金 3,436 3,605

その他の引当金 555 309

その他 18,339 21,345

流動負債合計 82,730 82,703

固定負債   

環境対策引当金 － 2,255

その他の引当金 56 104

退職給付に係る負債 6,349 9,191

その他 9,400 9,990

固定負債合計 15,806 21,542

負債合計 98,537 104,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,459 6,459

資本剰余金 8,719 8,756

利益剰余金 229,372 242,056

自己株式 △993 △1,003

株主資本合計 243,558 256,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,066 4,995

為替換算調整勘定 5,288 △2,119

退職給付に係る調整累計額 3,160 2,940

その他の包括利益累計額合計 12,515 5,816

非支配株主持分 15,636 15,665

純資産合計 271,709 277,751

負債純資産合計 370,246 381,997
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 236,834 243,347

売上原価 159,713 162,675

売上総利益 77,120 80,672

販売費及び一般管理費 50,467 54,624

営業利益 26,652 26,047

営業外収益   

受取利息 877 685

受取配当金 330 455

為替差益 96 －

その他 454 628

営業外収益合計 1,759 1,769

営業外費用   

支払利息 33 27

為替差損 － 135

固定資産除却損 147 157

その他 130 153

営業外費用合計 311 473

経常利益 28,100 27,343

特別利益   

固定資産売却益 271 －

収用補償金 － 253

特別利益合計 271 253

特別損失   

段階取得に係る差損 － 137

固定資産圧縮損 182 －

特別損失合計 182 137

税金等調整前四半期純利益 28,190 27,459

法人税、住民税及び事業税 7,024 7,407

法人税等調整額 1,733 771

法人税等合計 8,758 8,179

四半期純利益 19,431 19,280

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,858 2,228

親会社株主に帰属する四半期純利益 17,572 17,052
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 19,431 19,280

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,300 942

為替換算調整勘定 △7,295 △9,754

退職給付に係る調整額 △649 △222

その他の包括利益合計 △9,245 △9,034

四半期包括利益 10,185 10,245

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,447 10,355

非支配株主に係る四半期包括利益 737 △109
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間から、㈱ガスターは、当社が株式を追加取得したこと及びガスターが自己株式を取得

したことにより子会社となったため、持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に含めております。

 

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した

建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる当第３四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
 
 

前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

減価償却費 7,289百万円 7,174百万円

のれんの償却額 287百万円 370百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,976 38 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

平成27年11月５日

取締役会
普通株式 2,080 40 平成27年９月30日 平成27年12月４日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 2,184 42 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

平成28年11月４日

取締役会
普通株式 2,184 42 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注1）

調整額

（注2）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注3）

 日本 アメリカ
オースト
ラリア

中国 韓国
インド
ネシア

計

売上高           

外部顧客への売上高 134,106 15,729 18,386 23,569 23,323 8,355 223,470 13,364 - 236,834

セグメント間の内部

売上高又は振替高
21,701 - 35 1,691 788 471 24,689 2,265 △26,955 -

計 155,807 15,729 18,422 25,261 24,111 8,826 248,159 15,629 △26,955 236,834

セグメント利益 18,136 1,269 1,211 2,434 394 813 24,260 2,082 310 26,652

(注)　１．その他には、台湾、タイ、ベトナム、ニュージーランド、ブラジル等の現地法人の事業活動を含んでお

ります。

　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注1）

調整額

（注2）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注3）

 日本 アメリカ
オースト
ラリア

中国 韓国
インド
ネシア

計

売上高           

外部顧客への売上高 141,112 16,343 16,727 25,732 22,812 8,252 230,981 12,365 - 243,347

セグメント間の内部

売上高又は振替高
22,809 - 40 1,268 1,133 477 25,730 2,171 △27,901 -

計 163,922 16,343 16,768 27,001 23,946 8,729 256,711 14,537 △27,901 243,347

セグメント利益 16,805 1,212 1,292 2,664 343 1,363 23,681 2,040 325 26,047

(注)　１．その他には、台湾、タイ、ベトナム、ニュージーランド、ブラジル等の現地法人の事業活動を含んでお

ります。

　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 337円91銭 327円91銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
17,572 17,052

普通株主に帰属しない金額　　　（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額　　　　　　　　　　（百万円）
17,572 17,052

普通株式の期中平均株式数　　　（千株） 52,003 52,002

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成28年11月４日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額……………………………………… 2,184百万円

(ロ）１株当たりの金額………………………………… 42円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成28年12月５日

　（注）平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

 

EDINET提出書類

リンナイ株式会社(E01417)

四半期報告書

14/16



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

    

  平成29年２月８日  

リンナイ株式会社    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 原田　誠司　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山崎　裕司　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリンナイ株式

会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、リンナイ株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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